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公会運動の看過された神学論争の次元
一十九世紀アル ミニ ウス主義的 「新派」神学を中心に 〔ニ

ーA）

　　　　　　公会運動の看過された神学論争の次元
一 十九世紀アルミニ ウス 主義的「新派」神学を中心に（ニー A）

棚　村　重 　行

「… 旧派 と新派の 教 義的 な諸相違 が諸公 会 を騒然 とさせ始め （The　doctrinal　differ−

ences 　between　the　O．S．　and 　N．S．　are 　beginning　to　agitate 　churches ）， 横 浜公 会 にお け

る分裂 を防 ぐため に宣教師の 側に大い なる賢明さが 求め られ る で あろ うと私は 恐 れ る 。

そ の よ うな分裂の直接的な見込みが ある とい うわ け で は な い が ， 横浜公会の
一

，
二 人

が大阪 に住 むため に や っ て 来て 以来 ，罪の 教義 に関す る彼 らの 見 解 を修正 し（one 　or

two 　of 　the　Y．　church 　have　since 　coming 　to　live　in　Osaka
，
　modified 　their　views 　on 　the

doctrine　of 　sin）， それ以 来横 浜公会 の 彼 らの 友人 たちが彼 らの 新 しい 光の 利益 （the

benefit　of 　their　new 　light）を持つ よ うに と望 む よ うに な っ た か らで あ る 。 私 の 教 師

〔松 山高吉〕 も，
こ こ 〔阪神 〕の 公 会 と京浜 の 諸公 会 との 合同 を完 成する こ とが 出来

る か ど うか
， 懐疑的 とな っ た と私 に 語 っ た 。

…彼 〔松山〕は
， 江戸 の 教会の 過激 な

〔旧 派的〕見解（the　ultra　views 　of　Yedo　church ）が 〔合同の 〕主義の 阻害 となる か も し

れ ない と大い に 恐れ て い た…」 （1874年 5 月 9 日　 N ．　G．ク ラ ーク宛，D ．　C，グ リー ン

書簡）
ω

1 は じめ に ：京浜 ・阪神諸公会に よ り自覚され た 「新派カ ル ヴァ

　ン 主義」対 「旧派 カル ヴァ ン 主義」神学の 対立関係

　京浜阪神 四 公 会の 合 同運動 が高潮期 に 差 し掛 か っ て い た 1874年 5 月の こ と

で あ る 。 9B 付 けの 上 掲書 簡の 中で
，
　 D ．C．グ リ

ー
ン 〔ア メ リカ ン ・ボ

ー
ド派

遣の 在 日宣教師〕は
， 京浜の 公 会 ， 特に 横浜 公 会内に 「旧 派カ ル ヴ ァ ン 主義

（0．S．＝ Old　School　 Calvinism）」神学 と 「新派 カ ル ヴ ァ ン 主 義（N ．S．ニ New
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School　Calvinism）」神学 との 緊張が 昂 じる可 能性が あ る こ とを報告 して い る 。

特 に興味 深い の は
，

こ の 神学的緊張 ・対立関 係が
， 少数 にせ よ

一
般信徒 や

， 松

山高吉 （まつ や ま ・たか よし） とい うD ．C．グ リー ン の 日本語教師で
， 神戸 公

会の リ
ー ダー

格の 日本人信徒 に も明瞭に 自覚 さ れ て い た こ とで あ る 。
つ ま り，

大阪へ 最近 移転 した元横浜公会の
一

，
二 名の 会員が 会衆派系の 大阪公会で 生活

して い る うち に 「罪の 教義に 関する彼 らの 見解 を修正 し」， 横浜公 会で 生活 を

して い る他の 会員 た ち と 「彼 らの 新 しい 光の 利益 」 を共有 した い と希望 し始め

た と報告 され て い る。

　加えて
， 松 山高吉は

， 京浜の 諸公会 が抱 く神学的 な見解の 相違 ， 特 に 「江戸

の 教会の 過激な 〔旧派〕的見解」が 合同主義 を阻害す る か も しれ ない と懸念 を

抱 い て い た 。 こ こ で は ， 無論合 同主義者で 「新派」 神学 を奉 じた 長老派宣教 師

D ．タム ソ ン の 見解 で は な く， 恐 ら く反合同主義的で 「旧派」神学 を主張 し築

地居留地で 活動 して い た カ ロ ザー
ス の 立場 と行動 を念頭 に お い て い る と思 わ れ

る 駄 興 味深 い の は
， 松 山 もグ リ

ー ン と同様 に ， 京浜の 長老派 ミ ッ シ ョ ン 内 の

「旧派」神学 の 信 奉者 が 「新派」神学 に 反対 して 妨害 し四公会の 合同運動 を神

学面 で も頓挫 させ る可能性が 高い と危惧 して い た点 で あ る 。 以上 の ように ， 宣

教師た ち と日本人 信徒問 に起 こ っ た神学的緊張 を 自覚す る外的 な動向を踏 まえ

て
， 「日本 基督公 会運動 」の 内的 な神学的次元 の 諸問題 に つ い て 解 明す る課題

を ， 本研究 （ニ
ー A

，
B ）におい て も更に追求 しな けれ ばな らない

。

　さて
， 先の 研 究 （一 ）［東京神学大学神学会 『神学66号　旧約聖 書 と教 会』

（東京 ：教文館　2004），
143−166頁参照］で は

，
「ア ル ミニ ウ ス 主義」の 神学伝

統 を
， 「古 典 的な タ イ プ」，

J，ウ ェ ス レ ー の 「穏健 な福音 （伝道 ）主義的タ イ プ」，

19世紀 の ア メ リ カ合衆国の 改革派系長 老派 ， 会衆派 ， 改 革派 内部に 出現 した

「新派カ ル ヴ ァ ン 主義」神学に 示 さ れ る 「急進 的 タ イ プ」 に 分類 した 。 そ の 成

果を踏 まえて
， 本研究 （ニ

ー A ）で は
，

1873年 1 月の 在日長老派 ミ ッ シ ョ ン で

採択 され た 「九箇条信仰告白」， 次い で 1874年春か ら 開始 され た 京浜 ， 阪神諸

公会の 合 同運動 にお い て 最初に 「共通 の 信仰告白」 と して 提案さ れ た と思 わ れ

る 「八 箇条 信仰告 白」 の 内容 を分析す る 。 続 い て
，
2005年 度 に 刊 行 す る 『神
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公会運動の看過された神学論争の次元一十九世紀アル ミニ ウス主義的 「新派」神学を申心に （ニ
ーA）

学67号』に掲載予 定の本研究 （ニ
ー B）にお い て

， 福音 同盟会の 「教理 的基礎」

を英文か ら邦訳 した有名な 「日本 基督公 会條例」 中の 「信仰諸則」及 び阪神 諸

公会の 『公会の 主意』中の 「信仰 の 箇条」 は
， 実は 「オー バ ー

ン 宣言」や 「八

箇条信 仰告 白」 に 示 された 「新派 カ ル ヴ ァ ン 主義」 の 神学 の 立場 か ら神学的に

修正 され た うえで 日本語に訳 され た信仰箇条 で あ る こ とを立 証する 。 そ の 上 で
，

以 上 の 三研究 の 諸 成果が従来 の 公 会運動研究 に対 して もつ 新 しい 意義 に つ い て

筆者 の 判 断を述べ て み たい
。

皿 1870年代に お ける京浜 ， 阪神諸公会の合同運動に お ける 「新派

　カ ル ヴァ ン主義」， 即 ち「急進的ア ル ミニ ウ ス 主義」の信仰告白

　制定の 問題

　 「日本基督公 会運動」 におい て 「新派カ ル ヴ ァ ン 主義」神学 の 立場 を明瞭 に

表明す る 宣教 師側 の 英文 史料は
， 現在確認 しうる 限 り二 つ 存在する 。 第

一
に は

，

1873年 1 月の 在 日長老 派 ミ ッ シ ョ ン で 採択 され た 9 箇 条 の 箇 条か らな る信仰

告白で ある （本研 究で は以下 で便宜上
， 「九箇条信仰告白」 と呼ぶ

。 ）第二 には
，

1874年 5 月27 日
一 30日の ア メ リカ ン ・ボー

ド日本 ミ ッ シ ョ ン年次総 会 にお ける

決議 ， 「合同の 具体的基礎（concrete 　basis　of 　union ）」中で
， ア メ リ カ ン ・ボ ー ド

が京浜 ・阪神 四公会の 共通信仰告白と して
，

こ の 時点 に お い て 正式 に受け入れ

を表明 した 8 箇条か らなる信仰告白で ある （以下 で は
， 「八 箇条信仰 告 白」 と

呼ぶ
。 ）こ の 本章 H で は

，
こ れ ら二 つ の 信仰 告 白の テ ク ス トを紹介 し

， 歴 史的 ，

言語的 ， 神学 的 な観点 か らそ れ ぞ れ 詳細 に 分 析 を加 えた い
。

1． 1873年 1 月に お ける在 日長老 派 ミ ッ シ ョ ン で 採択 され た 「新派 カル ヴァ

　ン 主義」の 「九 箇条信仰告白」の 制定経 過

　 こ の 在 日長老派 ミ ッ シ ョ ン で 採択 され た 最初 の 信仰告 白は
，

1874 年 8 月13

日付 けの 長老 派宣教 師H ．ル
ー ミス の 第27書簡 中に 存在 して い た が

， 近年 に な り

二 人の 研究者の 努力に よ り発見 され
， 翻訳 ， 刊行 され知 られ る よ うに な っ だ 3

も
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　さて
，

こ の 書簡冒頭に記 され て い る ル
ー

ミス 自身の 経過報告 に よれ ば
，

こ の

「九 箇条信仰告白」制定 に関 して は 次の よ うな経緯が存在 した 。
こ の 信仰告 白

は 1873年 1 月の 在 日長老派 ミ ッ シ ョ ン 総会 に お い て 「満場
一

致で 採択」 され
，

そ の 会議 の 書記 を務め た ル ー ミス が こ の 信仰告白の 翻訳 を配布用冊 子 に して 準

備 した
。 後に信仰告白の 原文は 紛失 したが

， 書簡 と共に本 国海外伝道局幹事ロ

ウ リ
ー

に送 る 告白の 写 しは 数語の 違い を除 き変えて い な い と言 う。 ル ー ミス は
，

写 しを送 る 目的 につ い て ， 「そ の 異端性 につ い て （as 　to　its　heterodoxy）」 の 証

拠 として こ れ をロ ウ リー宛 に 送付す る と言 う鴨 その 上 で
，

こ う付け加え る ：

「カ ロ ザ
ー

ス 氏 は
， 今や 以前の 行為を捨 て て 〔1873年 1 月 には こ の 「九箇条信

仰告白」の 採択 に 賛成 した カ ロ ザー ス の 行 為 の こ と一 棚村 〕， 信 仰告白の 私た

ち 〔ル
ー ミス と0．M ．グ リ

ー
ン ：注 ，

　 D．　C．グ リ
ー

ン とは別人 の 長 老派宣教 師〕

が作成 す る版の 出版 を提案す る もの と私は確信 し ます。

… 」 と（5
も

　だが ，
1873年 1 月の ミ ッ シ ョ ン 総 会で は 「満場

一
致」で 可決 され

，
ル ー ミ

ス 自身が書記 を務 め
， 総会 か ら依託 され翻訳冊 子の 配布まで 準備 した 厂九箇条

信仰告白」に関 して
，

こ の 書簡で 「その 異端性」 と呼ぶ そ の 判断に つ い て
， 不

思議な こ とに彼自身は書簡中で は 十分明瞭に経過 を説明 して い ない
。

こ の 不 可

解な彼の 態度の 背後 に は， 実は彼 の 次 の 転向問題が潜 ん で い る と思 わ れ る 。
つ

ま り， 彼は 1872 年 9 月の 「第
一

回横浜 宣教 師会議」で は公 会運動 を承認 した

諸決議 に賛成 し， 1873年 1 月の ミッ シ ョ ン 総会で 「九箇条信仰告白」 に 賛同

しなが ら， その 後 反合同主義 的で 「旧派」神学に近 い 立場 に変わ っ た 。 実は ル

ー ミス 自身も1874年 8 月13日付け書簡の 中で か な り歯切れ の 悪い 弁明 を試み

て い る ； 厂皆 と同様 ， 私の 〔現在〕望 む と こ ろ は ボー ドの 意向に反する行動 を

しな い こ とで す 。

… 日本 基 督公 会 は 私が 来 る 以前 に形成 され て い ま した の で
，

しば ら くは
， その 組織 とともに働 くこ とが最善 と思 わ れ ま した 。 当時， 現場に

入 る に は それ 以外可 能で は あ りませ ん で した」 と（6もその 後 ，
ロ ウ リ

ー
の 指示

を受けた ら し く， 過去 の 自らの 姿勢 の 背後 に は避 け られ ない 実 際的 な事情が あ

っ た と上 記書簡中で釈明 して い る 。 だ か ら こ そ ， あの 「九 箇条信仰告白」の神

学 を 「異端性 」 とい う強い 言葉で 問題性 を指摘 し
， 逆 に今 自らが 立 つ 正 統 的
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公会運動の看過された神学論争の次元
一十九世紀アル ミニ ウス主義的 「新派」神学を中心に （ニ

ーA）

「旧派」的神学 的立 場 をロ ウ リ
ー

に 印象づ け よ うとしたの で あろ う。 だが
， 「第

一
回横浜宣教師会議」にお ける 合同賛成か ら反対 へ の 転向 は

，
ル ー ミス の み な

らず ，

ヘ ボ ン に も起 こ っ た こ とで あ る％

　で は
， 1873年 1 月の 長老派 ミ ッ シ ョ ン総 会 で 「九箇条信仰告白」 を提案 し

決議 させ た の は
，

一 体誰で あ っ たの だろ うか ？　 残念 なが ら，
こ の 点に つ い て

明瞭 に解答 を与 え る 第
一

次史料や 直接 的な証 言 は まだ発 見 され て い ない
。 しか

し ， 幾つ か の 間接 的 な 証拠 ， 第 二 次史料の 情報 な ど を 総合 して 考慮す る と
，

「新派カ ル ヴ ァ ン 主義」 を青年 時代 か ら奉 じて きたD ．タ ム ソ ン の 可能性が高い

と思 わ れ る 。 第
一

に は
， 長老派教 会 と会衆 派教 会 との 合 同 を支持 し ， そ の 神学

的基 盤 は 「新派」神学 に 属す る キ ャ デ ィ ツ 長老派教会（The　Presbyterian

Church　of　Cadiz）か ら， タム ソ ン は 日本へ 派遣 され て い た 事実があ る
〔8
し従 っ て

，

こ うした派遣教会 との 関係で ， 彼が 「新派」神学の 立 場 を 日本 で も 「九 箇条信

仰告白」 の 形 で 表明する こ とは 十分考え られ る 。 第二 に は
，

タム ソ ン は
， 公 会

運 動 開始以 前 よ り福 音 同盟 会 の 理 念 と活動 に は 深 く賛 同 し て い た 。 例 え ば

1871年 6 月23 日 よ り， 東京以西 の 十 三 藩が 行 っ た欧米視察団 の 通訳 と して
一

行 を伴 い 海外 に出 る 。 そ の 旅行 の さい
， 彼 は 「日本の 万国福 音 同盟 会 を代表 し

て
， 各 国の 福 音 同盟 会 を訪ね

，
日本 の信 教 の 自由促進 に協力 を依頼 す る役割 を

担」 っ た と言 う
（9
も つ ま り， 彼 は ， （どん な に 遅 く見 て も）1871年 6 月 に は

，

既 に在 日宣教師の 間で 福音 同盟 会の キ リス ト教 的合同 と協力の ため の 活動 に 深

く関わ っ て い た 。 第 三 に は
， あの 「第

一
回横浜宣教師会議」 に お ける教 会合同

決議 に対 して
，

カ ロ ザー
ス と共 に最初反対 し ， 最後 に渋々 賛成票を投 じた ヘ ボ

ン は
， 「第

一
回宣教 師会議 」直後の 1872 年 10 月に は ヨ

ー ロ ッ パ 経由で 一
時帰米

し た 。 高谷道男 氏 に よれ ば
，

ヘ ボ ン が 再 び B 本 へ 帰 国 した の は 1873 年11月30

日で ある か ら
，

1873年 1 月の 長老派 ミ ッ シ ョ ン が開催 され た 時点で は
， 彼 は

休暇の ため 会議 に は不在で あっ た
（lo
も ま さに タ ム ソ ン

，
ミ ラ ー らの 「新 派」神

学 を奉 じる 合同推 進派 に と っ て ， 「鬼 〔ヘ ボ ン 〕の 居 ぬ 間の 洗 濯」 で あ っ た 。

　こ うした事情が重 な っ て
， タ ム ソ ン が 「新派」神学の 傾向の 強い 「九箇 条信

仰告白」 をヘ ボ ン 不在の 会議 に提案 した ときも ，

一
貫 した 反対派で ある はずの
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カ ロ ザー
ス す ら 厂満場

一
致」の 形 で 恐 ら く賛 成せ ざる を えな い ほ ど

，
タム ソ ン

，

ミ ラ
ー

ら公会運動賛成派の 「新派」神学が長老派 ミ ッ シ ョ ン 内部 で は当時圧 倒

的で あ っ た の で は な か ろ うか 。 状況証拠 的 に 見れ ば
， 以上 の 三 つ の 背景 が 「九

箇条信仰告白」制定 を可 能に した諸要 因 と推定 され る 。

　しか し
，
D ．タム ソ ン をこ の 「九箇条信仰告白」 の 提案者 とす る本研 究 の 説

は ， 以 下 の 2 節で 展開され る こ の 告白の 神学 内容 の 分析結 果か ら もか な りの 蓋

然性を もっ て裏付 け られ る点 を こ こ で 予告 して お こ う。

2． t873年の 「九箇条信仰告白」の 「新派 カル ヴァ ン 主 義」（又 は 「急進的

　ア ル ミニ ウス 主義」）的な性格

　で は ， 上 記の よ うな歴史的経過 を踏 まえて 制定 され た 「九箇条信仰告 白」 は
，

どの よ うな神学内容 をもつ もの で あ っ た ろ うか ？　先ず各箇条 ご とに英文 の テ

クス トを紹介 し， 拙訳 を掲 げ る 。 その 上 で 必 要 な場 合 に は ， D ．タム ソ ン 始め ，

「新派」神学 を奉 じる者な らば通暁 して い る は ずの 「オ
ーバ ー

ン 宣言」や 福音

同盟 会の 諸規定 ， 「教理 的基礎」 な どの 必要な箇条 と比較 し なが ら神学 的 な コ

メ ン トを付加す る
ω
も

Confession　of　Faith

信仰告白

〔1） We 　believe　that　there　is　but　one 　liVing　and 　tr’ue 　God；infinite，
　etemal 　and

unchangeable 　in　his　being
，
　wisdom

，
　power ，

　hoh皿 ess
，justice，goQdness　and 　truth：

the　Creator，
　Preserver　and 　Governor　of 　all　things；existing 　in　three　persons，

God　the　Father
，
　God 　the　Son

，
　and 　God 　the　Holy　Ghost；and 　that　these　three　are

one 　God 　the　same 血 substance
，
equal 　in　power 　and 　glory．

（第 1）わ れ わ れ は
，

か く信 じる ，た だ
一

人の 生 け る 真実の 神 の み がお られ ， 〔こ の

方は 〕その 存在，知 恵，力，聖性 ， 正 義 ， ．善 ， 偉 大 さ ， そ して 真 理 に おい て 無限 に
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して
， 永遠で あ り， 変化され ない こ とを。 〔こ の 方は 〕万物の 創造者 ， 保持者 ， そ

して 統治者で あ られ ， 三位 一 父 な る神，子 な る神 ， 聖霊 な る神
一

に お い て 存在

され
， 彼 らは本質にお い て も同

一
で あ り，力 と栄光にお い て も等 し くある一

人 なる

神 で あ られ る こ とを。

（コ メ ン ト） ：神学的に は
， 「旧派」， 厂新 派」神学に共通の 反ユ ニ テ リア ン 的で

正統的三
一

論告 白で あ る 。

（2）　We 　believe　that　the　Scriptures　of　the　Old　and 　New 　Testaments　were 　written 　by

holy　men 　as　they 　were 　moved 　by　the　Holy　Ghost
，
　and 　are 　the　only 　infalhble　 rule 　Qf

faith　and 　practice，

（第 2 ）わ れ わ れは
， か く信 じる

，
旧新約聖書は

， 聖 な る人 々 が 聖霊 に よ り動か さ

れた故に
， 彼らに よ り記 され た もの で ある こ と， そ して それ らは信仰 と実践の 唯

一

の 誤 りな き規範で ある こ と を 。

（コ メ ン ト）基本 的 な プ ロ テ ス タ ン ト聖書原理 に基 づ き
， 聖 書の 霊感説 と

， 信

仰 と実践 へ の 規範性 を強 調 して い る 。 こ の 箇条 の 直接的 な起源 に つ い て は
，

「オー バ ー
ン 宣言」 や 「教理 的基礎」 の 箇 条 の 範 囲内で は 特定で きな い

。 他の

信仰告 白か らの 影響 に よる の か も しれ な い
。

しか し，
プ ロ テ ス タ ン ト共通の 聖

書の 霊感説 は別 と して ， 特に ユ ニ ー ク な の は
， 旧新約聖 書の 著者 を預言者 ， 使

徒た ち とする の で は な く， 「聖 な る人 々 （holy　men ）」 と して い る表 現 で あ る 。

恐 ら く以下 で しば しば注 目す る よ うに
，

「新派」神学 固有 の 再 生 ・聖化 中心 の

救済論の 理想を聖書の 著者 に反 映 させ ， 「聖 な る人 々 」 に よ っ て 「記 され た」

と したの か も しれ ない
。

（3）　We 　believe　that　God　created 　our 　frrst　parents 　Adam 　and 　Eve　holy
，
　and 　that　they

by　disobedience　became　sinners
，
　incurred　hお righteous 　displeasure（，

？）our 　cQndem −

nation 　and 　involved　the虻 posterity　in　sin　and 　death，

（第3）われ われ は
，

か く信じる
， 神 はわ れ われの 最初の 祖先 ，

ア ダ ム とイヴを聖 な

る もの と創造 され た が
， 彼 らは不柔順 に よ り罪 〔を犯 す〕人 とな り， 神 の 正 しき不
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興 と （？）われ われ の 断罪 を招 き， 彼 らの 末裔 を罪 〔を犯す こ と〕 と死へ 巻 き込 ん

だ こ とを 。

（コ メ ン ト） こ の 箇条で 注 目すべ きポ イン トは二 点あ る
。 第

一
に ， 神は最初 に

厂ア ダム とイヴ」を 「聖 なる もの （holy）」 と創造 された とい う見解で ある
。

こ

の 原初の 創造秩序 に おい て 人類 を 「聖 なる もの 」 と創造 された こ とに対応 して ，

新 しい 救贖秩序で は キ リス トにお い て 人類 を 「聖 な る もの 」に再創造 され る と

い う聖性 （holiness）の 回復 を 目指す再生 ・聖化 中心 の 救済論 を予想 させ る 創

造論 ・人間論 をこ こ に 表明 して い る 。

　第二 に ，堕 落論 に 注 目す べ きで あ る 。 1837年の 「オ
ー バ ー

ン 宣 言」 の 第3箇

条に 以下 の 箇条が あ る ： 「神の 制定に よ り，
か くて ア ダ ム は 人類の 頭 ， 代表者

とな っ た が ， 彼 の 違反の 結果 と して
， すべ て の 人類は 道徳的に腐敗 し ，

一
時的

で あ れ ， 永遠 で あ れ ， 死 に服 す る者 とな っ た （as　a　consequence 　of　his　trans−

gression，　a皿 mankind 　became 　morally 　corrupt
，
　and 　liable　to　death

，
　temporal　and

etemal ）」と
（12
もこ れ は

， 原初 の 創造秩序 に お い て 「彼 〔ア ダ ム 〕の 違反 の 結 果

と して （as　a　consequence 　of　his　transgression）」， 即 ち 自由意志 に基づ く道徳的

な行為の 結 果 「違反」 が 起 こ り，
ア ダ ム 以 来の 全 人 類 は 「道徳的 に腐敗 した

（became 　morally 　corrupt ）」 とい う意味 で あ る 。
つ ま り

，
こ の 箇条は

，
「旧 派」

神学の 言うよ うに 人類 は 「全面的に 腐敗 した （became 　totally　corrupt ）」の で

は な く， 「新派」神学特有の 堕落論 ， 能動的で 意志 的 な性格 を強調 す る 「道徳

的堕落論」 を表明 して い る 。

　 こ れ に 対 して ， 「九箇条信仰告 白」の 箇条で は 「不従順 に よ り罪 〔を犯 す〕

人 とな っ た （by　disobedience　became 　sinners ）」 とな っ て い る 。 「旧派」神学が

一 般 的 に 運命論 的 ・受動 的 な 「全 的 堕落 説 」 の 立 場 か ら採用す る
‘became

totally　sinfUl
’
や

‘
became 　totally　corupt

’

とい う表現 を明 らか に避けてい る 。 そ

うせ ず に
， 厂新派」神学 に 固有の 自由意志の 残存 を前提 と した

‘

sinning （罪 を

犯す こ と）
’

の 名詞 ， 「罪 〔を犯す〕人 とな っ た （became　sinners ）」 を敢 えて用

い た の で あ る 。 そ の 結果 ，
こ の 「九箇条信仰告 白」 の 当該箇条 に お い て も

，

「オ ーバ ー ン 宣言」の 第 3 箇条で 強調 され た
‘became 　morally 　corrupt

’

とほ ぼ 同
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ーA）

義の 能動的 「道徳的堕落説」の 立場 を意図的に 強調 した と考え られ る
〔13
もそ し

て ， 当然の こ となが ら 厂九箇 条信 仰告 白」の 以下 の 各箇 条 に お い て 使用 され る

‘

sin
’

，

‘

sins
’

とい う用語 は
，

こ の 厂道徳的堕落説」の 神学の 線に 沿 っ て 能動的 ・

意志的な意味で 「罪 を犯 す こ と （sin ＝ sinning ）」， 「罪を犯す諸行為 （sins ＝ sin −

nings ＞」 とい う含蓄 を入 れ た理 解 で 解 釈 され る べ きで あ る 。 以下 の 箇 条で は

「罪」， 「諸罪」 と訳 した 直後 に 〔 〕を付 して こ こ で の 概 念 は 「道徳的堕落説」

的含蓄が ある こ と示す 。

（4）　We 　beheve　that　God 　has　in     ite　mercy 　prQvided　a 　way 　of 　salvation 　through　the

gift　of　his　Son　Jesus　Christ−who 　came 　down 　from　heaven　to　earth −humbled 　himself

（，）became　man
，
　and 　by　his　sufferings 　and 　death　made 　atonement 　for　sin；and 　that

salvation 　is　freely　offered 　to　al 　on 　condition 　of 　repentance 　and 　faith　in　Qur 　LQrd　Jesus

Christ；by　whose 　righteousness 　alone　we 　are　saved 　and 　not 　by　any 　merit 　of　our 　own ．

（第4）われ わ れ は
，

か く信 じる ，神 は つ きせ ぬ 憐 れ み にお い て ， その 御子 イ エ ス ・

キ リ ス トの 賜物 を通 し救済の 道 を提供 され た と 。 〔キ リス トは 〕天 よ り地 へ 下 り，

ご 自身を卑 しくされ ， 人 とな られ ， そ の 受難 と死 に よ っ て 罪 〔を犯 した こ と〕の 贖

い をな され た と 。 そ して 救 済 は ， われわれ の 主 イ エ ス ・キ リス トー
その 方の 義の み

に よ っ て われ わ れ は救 われ る の で あ り， われ われ 自身の い かなる功績 に よる の で も

ない
一

に対す る悔い 改め と信仰 と い う条件 に おい て 万 人に たい して 無償 で 提供さ

れ るの で あ る と。

（コ メ ン ト）こ の 第 4 箇条 で は
，

キ リス ト贖 罪論 と救済論 に関す る二 つ の 重要

な教理 が告 白 され て い る 。 第
一

に は
， 「わ れ わ れ の 功 績」で は な く， キ リス ト

の 贖罪死 とキ リス トの 義 に お い て 救済の 唯
一

の 客観的根拠が据 え られ た とい う

こ とで ある。
こ の 点は あの 「オ ーバ ー

ン 宣言 」 で も同様で
， 第15箇条 で は全 く

同様の 贖罪に 基づ く義認 の 教 理が 述べ られ て い る ： 厂すべ て の信 じる 者は
， 個

人的な功績 に基 づ くの で は な く， ただキ リス トの 服従 と死 ， ない し換言 すれ ば

こ の 方 の 義の み に基 づ き義 と され る （All　believers　are 　justified，
　not 　on 　the

ground　of 　personal　merit ，
　but　solely 　on 　the　ground　of　the　obedience 　and 　death

，
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or
，
　in　other 　words

，
　the　rtghteousness 　of　Christ）」 と（14

し

　第二 に注 目すべ きは ， 「旧派」神学の よ うに 「限定 的贖罪論」， 「選 ば れ た 者

の み 」の 救い で は な く，
i）「悔 い 改 め と信仰 とい う条件 に お い て （on 　condition

of　repentance 　and 　faith）」，
　 ii）「救済 は … 万 人に た い して 無償で提供 され る（is

freely　offered 　to　an）」 とい う風 に ， 神人協力説的 な ， 条件付 き 「無限定的贖罪

論」 に立 つ 「万 人救済説」 を説い て い る
。 なお 「オー バ ー ン 宣言」の 第13箇条

に も， 以下 の よ うな 「罪 〔を犯 した こ とへ 〕の 悔 い 改め とキ リス トへ の 信仰が

救 い の た め に は不可 欠で あ る」 とする 条件付 き万 人救済説 と類似 した見方が表

明 され て い る ： 「罪 〔を犯 した こ と〕へ の 悔い 改め とキ リス トへ の信 仰が 救 い

の た め に は不可 欠で あるが （While 　repentance 　for　sin　and 　faith　 in　Christ　are

indispensable　to　salvation ）」が ， 「救わ れ る すべ て の 者 は
， 最初か ら最後 まで ，

恩 恵 と神の 霊 に負 う もの で あ る 」と
（15
も

　なお
， 岡部 ・有地訳 の 『手紙』 に お ける こ の 第4箇条の 邦訳 に は 以 下 の よ う

な重要 な翻訳 上の 欠損があ る 。 それ は 「悔 い 改め と主 イエ ス ・キ リス トに対す

る 信仰 とい う条件 に お い て （on 　condition 　of 　repentance 　and 　faith　in　our 　Lord

Jesus　Christ）」 とい う文章の
‘

on ・condition ・of
’

が明確 に訳 されず ， 「悔 い 改 め て
，

主 イ エ ス ・キ リス トを信 じるすべ て の もの に惜 しみ な く救い が与え られ る」 と

訳 され て い る （岡部 ・有地訳 r手紙』， 84頁）。 こ の 「悔い 改め とわれ われ の 主

イエ ス ・キ リス トに対す る信仰 とい う条件 にお い て 」 と言 う表現 は ，堕 罪後の

道徳的自由意志 の 残存 を前提 と した神 人協力 説 的 「急進的ア ル ミニ ウ ス 主義」

神学の 明 瞭 な旗印に 他な らない
。 だか ら ，

こ の 用語の 翻訳 を欠落させ る こ とは

「九箇 条信仰 告 白」が 「新派」的な神学的性格を有す る事実 を曖昧 に す る こ と

に な る 。

〔5）　 We 　believe　that　we 　become 　partakers　of　Christ
’
s　death　by　the　in且uence 　of　the

Holy　Spir［it　in　our 　hearts　who 　conVinces 　us 　of　s血 leads　us 　to　the　SaVior；and 　it　renews

and 　sanctifies 　the　hearts　of　those　who 　repent 　of 　their　sins 　and 　believe　in　Christ．

（第5）わ れ われ は ，か く信 じる
，

わ れ わ れ は
，

わ れ われ の 心 にお ける聖霊の 感化に
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　よ りキ リス トの 死 に与か る者た ち となる と 。 〔聖霊 は 〕わ れわ れ の 罪 〔を犯 した こ

　と〕を確信 させ
， 救い 主へ とわれ われ を導 き， そ して それ 〔聖霊〕は彼 らの 罪 〔を

　犯 した こ と〕を悔 い 改め
，

キ リス トを信 じる者たちの 心 を更新 し，聖化す る と。

（コ メ ン ト） こ の 箇 条で は
，

「聖 霊 の 感化 に よ り」キ リス トの贖罪 に与 らせ る だ

けで な く， む しろ罪の 悔い 改め と心 の 更新 と聖化へ と導 くこ とが 強調 され て い

る 。 「オー バ ー
ン 宣言」の 第 6 箇 条に も次の よ うな救済過程 に関す る 見解が 表

明 され る ： 「そ して すべ て の 成 人 と共に
， 幼児 も

， 救済 され る ため に は
，

キ リ

ス トの 血 に よ る贖い と
， 聖霊 に よる再生（redemption 　 by　 the　blood　of　Christ

，

and 　regeneration 　by　the　Holy　Ghost）が 必 要で あ る」 と〔16
もつ ま りキ リス トの 贖

罪 に 基づ く義認、と聖 霊 に よ る再生 が 救済の 二 段階 をなす と言 う見方で ある 。 そ

の 点で
， 「九箇条信仰 告白」 の 第 5 条 も 「聖霊 の 感化」 と罪 〔を犯 した こ と〕

を 「悔い 改め ， キ リス トを信 じる」行為 と協働す る こ とに よ り，
キ リス トの 贖

罪 に基づ く義認の 効力 と心 の 更新 ・聖化の 効力が 得 られ る との 二 段階救済論 に

類似 した見解が 表明さ れ て い る 。 だか ら
， 「心 を更新 ・聖 化」する神関係 の 内

的変化 と
， 生活 を 「聖化す る」外的な道徳的変化 とは 不可分離的なの で あ る 。

　（6） We 　believe　that　those　who 　are 　renewed 　by　the　Holy　Ghost　Will　forsake　sin　and

　 waU （ in　the　way 　of 　holi皿 ess ，

　（第6）われ わ れ は
，

か く信 じる
，

聖 霊 に よ り更新 され る者た ちは 一
罪 〔を犯 す こ

　と〕を放棄 し
，

聖 性の 道を歩むで あろ うと 。

（コ メ ン ト）続 く第 6 条 も
， 第 5 条 と同様 ， 聖霊 の 感化 に よる現 在か ら将来 の

生 活 の 聖化の 課題 に つ い て 再度教 えて い る 。 こ の 点で 絶対的な恩寵へ の 依存 に

お ける 信仰義認 と聖化 を強調す る 「旧派」神学以上 に ， 神人協力説的 な再生 ・

聖 化 中心の 救済論 へ 強調点が移行 して い る こ とが 分か る
。 「オ ー バ ー

ン 宣言」

の 第12条で も 「再 生 は 心 の 根本的 な変化 で あ り（Regeneration　is　a 　radical

change 　of　heart）， それ は聖霊 の 特 別 な諸作 用に よ り生 み 出 され
， 『罪 〔を犯 す〕

人 を善な る こ とへ と決定 させ （
‘determining　the 　sirmer 　to　that　which 　is　good

’

）』，

すべ て の ケ
ー

ス にお い て 瞬 間的 （instantaneous）で あ る 」 と説 く
“7）

o こ こ で も，
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聖 霊 の 働 きに よ り， 「再 生 （regeneration ）」 は
， 「心 の 根本的 変化」 と 「罪 〔を

犯 す〕人 を善 な る こ とへ と決定 させ る 」聖 化 を実現す る と言 う。 「宣 言」 も

「九箇条信仰告白」 も共 に
， 聖 化 ・再 生 は内 的神関係 の 変化 と同時 に

， 外 的道

徳生 活の 変化双方 を含む の で あ る 。

（7） We 　believe　that　the　Sacraments　instituted　by　Christ　are　Baptism　and 　the　Lord’

s

Supper；that　Bapt蛤m 　is　to　be　a（lministered　to　believers　and 　their　children
，
　and 　the

Lord’

s　SupPer　to　be　received 　by　his　disciples．

（第 7）わ れ わ れ は
，

か く信 じる
，

キ リス トに よ っ て 制定 された サ ク ラメ ン トは
， 洗

礼 と主 の 晩餐 で あ る と 。 そ して 洗礼 は
， 信仰者 と彼 らの 子供達 に対 し執行 され ， 主

の 晩餐は彼の 弟子 た ちに よ っ て 受け取 られ るべ きで あ る と 。

（コ メ ン ト）第 7 − 9 条は
， 「オー バ ー ン宣言」の 諸規定 に は見 られ ない 箇条 で

あ る 。
こ れ らの 三 規定 は

，
む しろ福音 同盟 会の 厂教理 的基礎 （The　Doctrinal

Basis）」の 諸規定 や運 動理念の 影響の 下で 作成 された可 能性 が あるの で
， それ

ら と比 較 して み よ う
〔18
も例 えば 「教理 的基礎」 の 第 9 箇条 に は 英文で こ うあ

る ：
‘The　divine　institution　of　the　Christian　ministry

，
　and 　the　obligation 　and

perpetuity　of 　the　ordinances 　of 　Baptism　and 　the　Lord’

s　Supper’

； 「キ リス ト教

の 職制は神の 制定に よる もの で あり， 洗礼 と主の 晩餐 の 命令 は永続的義 務で あ

る 」
〔19
も恐 ら く， 福音 同盟 会を熱烈 に 支持 して い たD ．タ ム ソ ン は

， 「教 理 的基

礎 」の こ の 箇条か ら感化を受 けて 「九箇条信 仰告 白」の こ の 第 7 箇条を作成 し

た の で あろ う。

　（8）　We 　believe　that　the　Christian　Sabbath　is　of 　diVine　appointment 　and 　of　perpetual

　obhgation ．

　（第8）われ われは
， か く信 じる ， キ リス ト教 の 安息 日は 神の 制定に よる もの で あ り

　末長 く守 る もの で ある と 。

（コ メ ン ト）こ の 安息 日遵守の 箇条直接的なテ ク ス ト上 の 起 源 に つ い て も， 次

の 事実 に 注 目すべ きで あ る 。 D．タ ム ソ ン が 所属 して い た福音 同 盟会は 1846年
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十九世紀アル ミニ ウス主義的 「新派」神学を中心に （ニ
ーA）

の ロ ン ドン にお け る創立時点か ら ， 安息 日ない し主の 日を遵守す る決議を行い
，

彼 らの 運動方針の
一

つ として い る 。 例えば世界 に お ける福音伝道を妨 げる 諸 勢

力 と見 な され た ロ ー マ ・カ トリ ッ クの 教皇制 ， 不敬虔 な合理的宗教に つ い て の

情報交換 ， 積極 的 に は キ リス ト教教 育 と並 ん で 主 日遵守主義 を拡大する協力を

申し合わ せ て い る 。 その 決議 に は こ うある ：
“3．the　facts　relating 　to　the　Pubhc

Observance　of　the　Lord
’

s　Day ”

； 「3．主の 日 を公 的に遵守す る こ とに関する 諸事

実」 に つ い て 情 報 を収集する件 とい う風 に
〔2叱

　また
， 福音 同盟会ア メ リカ支部の 「憲法（Constitution）」 （1869）の 第二 条 中

に も ， 多くの 目標 と共 に
， 「主の 日の 遵守 を勧め る こ と（to　urge 　the　observance

of 　the　Lord ’

s　Day ）」 も目標 の 中 に 明示 され て い る （2   恐 ら く，
タム ソ ン は

，

こ うした福音同盟会の 決議や 運動方針 を支持す る立 場 か ら こ の倫 理的 な第 8 箇

条を起草 した もの と思 われ る
。

（9） We 　believe　that　at 　the　end 　of 　tirne　the　dead　shall　be　raised 　and 　Christ　shall

judge　the　world ；that　the　Wicked　shall　go　away 　into　everlasting 　punishrnent，　but　the

　righteous血 to　hfe　eternaL

　（第9）わ れ われ は
，

か く信 じる
，

時の 終 わ りに おい て死 者は甦 らされ ， キ リス トは

　悪人 た ちを裁か れ る で あろ うと。 そ して
， 悪人は 永遠 の 処罰 へ と入 り ， 義人 は 永

　遠の 命へ と入る で あろ うと。

（コ メ ン ト）こ の 第 9 条の テ クス トの 起源 と して は ， 「福音 同盟 会」の 「教 理的

基礎」の 第 8箇条の 以 下 の テ クス トを適 当に 取捨選択 して 文章 化 した こ とは十

分あ り得る ：
LThe

　immortality　of 　the　soul
，
　the　resurrection 　of 　the　body

，
　the　judg−

ment 　of　the　world 　by　our 　Lord　Jesus　Christ，　With　the　eternal 　blessedness　of　the

righteous
，
　and 　the　eternal 　punishment 　of 　the　Wicked

’

； 「魂 は不死 で あ り， 身体

は甦 り，
わ れ わ れ の 主 イ エ ス ・キ リス トに よ っ て こ の 世は 裁か れ ， 義人は 永遠

の 祝福 を伴 い
，

悪 人 は永遠 の 処罰 を受ける 」 とあ る
〔22
も

　こ れ に対 し
，

「九箇条信仰告 白」の 第 9 条で は 使用 され て い る 終末論 的 な神

学用語 や 内容 ， 例えば 「死者 は甦 らされ （the　dead　shall ・be　raised）」， 「キ リス
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トは悪 人 ら を裁か れ る で あろ う（Christ　shaU 　judge　the　world ）」， 「悪 人 は永遠な

る処罰へ と入 り（the　Wicked　shall　go　away 　into　everlasting 　punishment）」， 「義 人

は永遠の 命へ と入 る（the　righteous　into　life　eterna1 ）で あろ う」 とあ る。
こ れ ら

を今
一

度 「教理 的基礎 」の 第 8 箇条の 神学用語 ， 例 えば
‘the　resurrection

，

”

the

judgment　of 　the　world 　by　our 　Lord　Jesus　Christ
，

’

　
’
the　etema1 　punishment　of 　the

wicked
，

’ ‘
the　 eternal 　blessedness　 of　the　righteous

’

と個 々 に比 べ れ ば
， 両者 の

間 で か な り類 似 した もの が 用 い られ て い る こ とは判 然 と して い る 。 とす れ ば
，

こ の 箇 条 に関 して も
， 「教 理 的基礎」の 影響 を想定す る こ とは十分 蓋然性 を も

っ と思 わ れ る 。

　以 上
， 本 章 H の 1 と 2 にお け る分析 を総合 して 1873年 1 月の 「九箇条信仰

告白」 の 性格 に つ い て ま とめ て み た い
。 第

一
に

，
こ の 「九箇 条信仰告白」の 神

学思想上 の 内容 を考える と
， 次 の よ うな特徴 が観 察可能で あ る 。 こ の 信仰告白

の 特 に 第 3 条か ら 6 条 まで の 特徴 を見る と
，

もはや 条件的二 重予定論 （「古典」

型 ， 「穏 健」型） も条件的
一

重予定論 （「急進」型）も表明 され て い ない
。 だが ，

教理 的に は
， 創造 の さい ア ダム と イヴ は 「聖 な る もの （holy）」 と して 創造 さ

れ た が ， 「不従順 に よ り罪 〔を犯 す〕人 とな っ た」 とする能動的 で 自由意志 の

残存 を前提 とす る 道徳 的堕落論 の 傾 向 （第 3 条）， 無限定的贖罪論 と （信 じ悔

い 改め る者）万人救済 説的神人協力説 的救済 論 （第 4 条）， 協働の 恩恵が 働 く

再生 ・聖化中心の 強調 （第 5 − 6 条）が な され て い る 。
つ ま り人間論 ， 贖罪

論 ， 救済論の 特徴 は
， 明 らか に 厂古典的ア ル ミニ ウ ス 主義」， 「穏健的ア ル ミニ

ウス 主 義）」 よ りも 「オ
ー

バ ー ン 宣 言」（1837）が 示す 「急進 的 ア ル ミ ニ ウ ス

主義 」に 類似 して い る こ とを確認 で きる。 第二 に は， 第 7 条 か ら第 9 条 で は
，

福 音 同盟 会の 「主 の 日遵守」 の 理念 や 厂教理 的基礎」の 第 8 と第 9 箇条 な ど

の 影響 を感 じ させ る 。 そ こ で
，

こ の 信仰告白は 「新派」神学的で 福音同盟会の

理念や 「教理 的基礎」の 諸箇条に も影響 を受 けて い る と判断 で きる 。

　だ か ら
， 改 め て 「九箇 条信仰告白」 の か か る 特徴 を念頭に置 き

， 当時の 在 日

長老派内部 の 事情 を も加味 して 考え る と
，

1873 年の 1 月に 開催 され た 長老派
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公会運動の看過された神学論争の次元
一
十九世紀アルミニ ウス主義的 「新派」神学を中心に （ニ

ーA）

ミ ッ シ ョ ン 総 会で こ の 英文 の 「九 箇 条信 仰告白」 を提 案 し得 たの は
， 「新派」

神学の 信奉者 で福音同盟 会 の 支持 者 ，
D ．タム ソ ン をお い て 他 に存在 しな い の

で は ない か と思 わ れ る 。

　3． 1874年 5 月27 日
一

・30日の ア メ リカン ・ボ ー ド日本 ミ ッ シ ョ ン 年次総会 に

　　お け る決議 ， 「合 同 の 具 体 的基礎（ooncrete　basis　of　union ）」及び 「八 箇条信

　 仰告 白」の 成立経過（23＞

　次に
，
1874年の ア メ リカ ン ・ボ ー ド側 の 「合同 の 基礎」文書中 に掲 げ られ

て い る 8 箇条か らな る 「八 箇条信仰告 白」の 制定 の 経過 と歴史的背景 を先ず解

説す る こ とに す る 。

　顧みれ ば ， 1872年 3 月10日の 横浜公会の 設立 か ら開始 さ れ た 「日本基督公

会運動 」の 第
一

の 高潮期 は
，
1872年 9 月の 「第

一 回横浜 宣教師会議」 に お け

る 長 老派 ， 改革派 ，
ア メ リ カ ン ・ボ ー

ドの 合 同決議 か ら
， 翌年1873年 1 月の

長老派 ミ ッ シ ョ ン にお け る 「新派」神学的傾 向 を持 つ 「九箇条信仰告白」の 制

定 に至 る時期で あ る 。 だが ， その 後本 国の 合衆国長老派海外宣教局は 日本 に於

ける合 同運 動 の 進展 に ブ レ ー
キ をか け ，

む しろ 「旧派」神学 を基礎に ， 中国大

会 に組織的に結合す る 長老主義的な教派教 会 を建設すべ きとの 指示が幹事ロ ウ

リ
ー を介 し ， 在 日長 老派 ミ ッ シ ョ ン の 宣教師た ちに通達 され た と見 られ る 。 そ

の 「巻 き返 し」の 象徴 的事件 が
，
1873年 12月末に な され た 「日本基督長 老会」

の 設立 で あ る 。
こ の 点 に つ い て は

，
H ．ル

ー ミ ス は
，

1874 年 1 月22日付 け ，
ロ

ウ リー宛書簡の 中で
， 次の よ うに報告 して い る ： 「前回の ミッ シ ョ ン 会議 （12

月30日）で ， 日本基督長老会 と呼 ば れ る 長老 会 〔中会〕が 組織されたの で すが ，

そ れ は 中 国の 大会 に連 なる べ きもの で す 。 タ ム ソ ン 氏が 議長 に ， 私 〔ル
ー ミス 〕

が 書記に選 ば れ ま した」 と
伽
し こ の 結果 ， 在 日長老派 ミ ッ シ ョ ン は以下 の 二 陣

営 へ と真 っ 二 つ に事実上分裂 した 。

一
方は ， カ ロ ザ ー

ス
，

ヘ ボ ン
，

ル ー ミ ス
，

O ．M ．グ リ
ー

ン ら教 派主義 的で
， 長老主義政 体の 確立 を 目指 し ， 外国 ミ ッ シ ョ

ン との 組織的 な 結合 主 義 を重視 し
，

「旧 派」 神学 を奉 じる 多数派 グル ー プ へ 結

集 した 。 他方 は
， タ ム ソ ン

，
ミ ラ ー らの 合同主義的で ， 政体はい わ ゆ る 「長老
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一
会衆主義 （Presby−gationalism）」 と呼 ば れ得 る 折衷的政 体形成 を目指 し

， 外

国 ミ ッ シ ョ ン か らの 組織的独立 を掲げ ， 神学的に は 「新派」神学の グル ー プで
，

彼 らは 長老派 ミ ッ シ ョ ン 会議で は1873年12月以降は 少数派に な っ て 行 く。

　 しか しなが ら ， 長老会 （中会）成立 に 反撥 した タム ソ ン
，

ミラ
ー

らは
， 合 同

路線 を再強化すべ く， 合衆国改革派 ，
ア メ リカ ン ・ボー

ド
， 新た に ス コ ッ トラ

ン ドー
致長老教会の ミ ッ シ ョ ン にお ける合同主義者 と連携 し

， 京浜二 公会 に加

え て
，

1874 年 4 − 5 月 に成立 した 阪神 二 公会 と各教派 ミ ッ シ ョ ン の 合同運動 の

新 しい 展 開 を起 こ した
。

こ れが ，
い わゆる 「四公 会合 同運動」 と呼ばれ る 日本

基督公会運 動 の 第二 の 高潮期で あ る 。
こ うした 公会運 動側 の 「巻 き返 し」 は ，

後に本研究 （ニ
ーB）で 述 べ る よ うに ， 1874年 1 月以 降準備 を重 ね ，

1874 年 10

月の 横浜 に お け る 「四公 会会議」で
一

区切 りを迎 え ， 翌 1875 年春の 阪神公 会

の 合同運動離脱宣 言を もっ て 終焉する 。

　さて
， 話 を元 に 戻 し ， ア メ リカ 改革 派教 会 宣教 師S．R．ブ ラ ウ ン に よ る と

，

1874年 4 月 3 日 に横浜で 開催 され た 四公会合同の た め の 「宣教師会」にお い て

京浜側が 提 案 した合 同的な共通信仰告白， 規 則 の 英文草案 を ， D ．　C．グ リ ー ン

が神戸 に持 ち帰 り， 同年 9 月 に 開催予 定の 宣教 師会議 〔実際 に は
， 1874年10

月まで 延期 され た〕まで に ア メ リカ ン ・ボ
ー

ド ・ミ ッ シ ョ ン で 検討する こ とに

な っ た
（25も こ の 京浜公 会 と宣教 師た ち との 会議 の 中で

， どの よ うな内容 の 信

条と教 会規則の 草案が 提案 され ， また宣教 師D ．C。グ リ
ー

ン に よ り阪神公 会 と

ア メ リカ ン ・ボ
ー

ドへ 持 ち帰 られ た の か
， 残念 なが らこ の ブ ラ ウ ン 書簡の 中 に

は これ 以上 明示 され て い ない
。 しか し

， 幸い なこ とに ， 同年 4 − 5 月に実現 し

た神戸公 会 ， 大阪公 会の 設立 を待 っ て 開催 され た 5 月27日の ア メ リカ ン ・ボ ー

ド日本 ミ ッ シ ョ ン の 決議 ， 「合同 の 具体的基礎」の 中に ， そ の 年 会 に よ り承 認 さ

れた 「八 箇条信仰告 白」 の テ クス トが
， 他 の 重 要決議 と共 に残 され て い る 。 恐

らく， 時期 的 に見 て ，
こ の 信仰告白こ そ

一
月半前 に横 浜の 宣教 師 を入 れ た 京浜

公会会議で 提案 され た英文の 信仰告白で あ り，
こ の 決議 文 か らその 内容が 確認

で きよ う
〔26
も

　そ こ で
， 最初に 「合 同 の 具体的基礎」の 諸決議全体の 内容 を要約 す る

〔27
もそ

72

N 工工
一Eleotronlo 　Llbrary 　



Tokyo Union Theological Seminary

NII-Electronic Library Service

Tokyo 　Unlon 　Theologloal 　Semlnary

公会運動の看過された神学論争の次元一十九世紀アル ミニ ウス主義的 「新派」神学を中心に （ニ
ーA＞

の 前文で は
，

ア メ リカ ン ・ボ ー ドは
， あの 1872年の 「第

一
回横 浜宣教師会議 」

にお い て な され た公会合同の 厂基礎」理念に 飽 くまで も固 く立 ち ， 第
一

決議で

は
， 各個 公会 の 名称 と して

， 特定教派 の 名称 で は な く， 「地域 的 区別以 外」 に

は 「イエ ス ・キ リス トの 公 （教 ）会」 を使用 す る こ とを再確認す る
。 第二 決議

で は
， 教会政治 で は

， 職名 と して 牧 師 ・長 老 ・執事の 三 職名を採用す る。 次い

で
， 第三 決議で は

， 次節で 分析 す る 「八 箇条信 仰告 白」 へ の 同意が 宣言 され る 。

第四 決議 で は
， 各公会の 牧師と代表者 ， そ して宣教師か ら構成 され る 「上 申な

い し照会 の ため の 上 級 の 地域 的諸会議」つ ま りある程度長老主義の 言 う「中会」

的な権能を認め る こ と 。 しか し
， 第五 決議 で は

， 年に
一

度 ， 牧 師と代 表か らな

る総会 を開 くが ， その 機能は飽 くまで も交 わ りの 促 進 とキ リス ト教的事業に 関

す る 意見 交換の ため に 限定す る こ と とされ る 。
つ ま り， 彼 らは

， 職名 と地域集

会の 権能 に 関 して は 長老派 に譲歩 す る案を決議 したが ， その 代 わ り全 国的年会

の 権 能 に 関 して は
， 長老主義の 「大会」の よ うな垂直的な組織的結合関係 を避

け ， 会衆主義の 組合主義的 な連盟機能の み を確保 した い とい うの が
，

そ の提案

の ね らい なの で あ る 。
こ れ らの 合同公 会の 政治形態 に つ い て の 諸決議 は

，
4 月

3 日の 会議 で 信仰告 白草案 と共 に グ リ
ー ン が 阪神 へ 持ち帰 っ た 「教 会規 則」 の

英文草案 （草案その もの は現在 も未発見 ）に対する ア メ リ カ ン ・ボ ー ド側 の 公

式反応 と考 える こ とが で きる 。

　4． 「八 箇条信仰告白」の 英文 テ クス トと邦訳文 ， 及び コ メ ン ト

　続 い て こ の 「合同の 具体的基礎」の 第三 決議 に あ る 「八 箇条信仰告白」の 英

文テ クス トを紹介 し
， 拙訳 を掲 げ ，

最 後 に長老派 の 「九箇 条信仰告白」 との 神

学的内容の 比 較を試み て み よ う。 但 し 「九箇条信仰告白」 と全 く同一 の 箇条 は
，

英文テ ク ス トの み 掲 げ ， 邦訳 を省略する 。

3．that　we 　adopt 　the　same 　creed −suggesting 　in　the　following、

　（決議）3．われ われ は
， 同

一
の 信 条を採用 し， それ は次 の こ と を示 ず

28
も

（コ メ ン ト） こ の 「具体的基礎」の 第三決議 の 意義は
，

ア メ リカ ン ・ボ ー ドの
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総会が ， 1874年 5 月27 日に
， 京浜の 二 公会 と諸 ミ ッ シ ョ ン か ら提案 され た信

仰箇条草案 を 「同
一

の 信 条」 と して 厂採用」する 旨を明確 に証 明す る点 に あ る 。

こ こ か ら逆 に言えば
，

以 下 の 「八 箇条信仰告 白」 こ そ ，
D ．　C．グ リ

ー
ン が 1874

年 4 月 3 日以 降阪神に 持 ち帰 っ た 信仰告白草案で あ る 可能性が 極め て 高い の

で ある
。

　lst　 We 　believe　that　there　is　but　one 　Iiving　and 　true 　God ；infinite，
　eternal 　and

　uncha 皿 geable　in　His　being，　wisdom ，
　power ，

　holiness
，
　justice，

　goodness　and 　truth；the

　Creator
，
　Preserver　and 　Governor　of 　all　things；existj皿g　in　three　persons − God　the

　Father
，
　God 　the　Son　and 　God　the　Holy　Ghost　a皿 d　that　these　three　are　one 　GQd　the

　same 　in　substance 　and 　equal 　i皿 the　power 　and 　glory．

（コ メ ン ト）「九箇条信 仰告 白」 と殆 ど同様 の 英文で ある 。 正 統 的三位
一

体神 へ

の 信仰 を示す 。

2nd　We 　believe　that　the　Scriptures　of　the　Old　a皿 d　New 　Tests 〔Testaments〕 were

written 　by　Holy　Men　as　they　were 　ilspired　by　the　Holy　Spirit　and 　are 　the　only 　ilfalli−

ble　rule 　of 　faith　and 　practice，

第 2 わ れわれは
， か く信 じる ， 旧 ， 新約 聖書 は，聖 なる 人々 が 聖霊 に よ り霊感 を

受けたゆ えに
， 彼 らに よ り記 され た もの で ある こ と

， そ して そ れ らは信仰 と実践の

唯
一

の 誤 りな き規 範で ある こ とを 。

（コ メ ン ト）「九箇条信仰告白」第 2 条で は
，

‘

as　they　were 　moved 　by　the　Holy

Ghost’とい う語が使用 され た 。 それ に対 し ， 「八 箇 条信仰 告 白」で は
‘

as　they

were 　inspired　by　the　Holy　Spirit’ とい う語が 用い られ て い る 点が相違点で あ る 。

他は両者 と もほ ぼ 同様 な用語 と神学 的内容で ある 。

3rd　that　God　created 　our 　first　parents 　Adam 　and 　Eve　holy　and 　that　they 　by　disobe−

dience　became 　sinners
，
　incurred　His　righteous　condernnation 　and 　involved　their　pos−

terity　in　s血 and 　death．
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　 第 3 わ れ わ れ は ，か く信 じる
， 神 は われ わ れ の 最初の 祖先， ア ダ ム とイ ヴ を聖 と

　 して 創造 され たが
， 彼 らは不 柔順 に よ り罪 〔を犯す〕人 とな り， 神の 正 し き断罪 を

　招 き， 彼らの 末裔 らを罪 〔を犯す こ と〕と死 へ 巻 き込んだ 。

（コ メ ン ト）「九箇条信仰告白」 の 第三 条で は
‘his　righteous 　displeasure（，

？）

and 　eondemnation
’

とな っ て v・ た の が
，

こ の 「八箇条信仰 告白」の 第 3 箇条で

は
‘displeasure’ （不興 ）の 語が 省略 され て い る 。 他は 同

一
で ある 。

つ ま り 「新

派」神学 の 影響で
， 創造秩序 にお ける ア ダム とイ ヴの 聖性 を強調 し ， 道徳的堕

罪で あ る 「不従順 に よ り」，
ア ダ ム とイヴ は 「罪罪 〔を犯す〕人 とな っ た」 とす

る能動的な 「道徳的堕落説」の 神学で ある 。

4th　We 　believe　that　God　has　in　infinite　mercy 　proVided 　a　way 　of　salvation 　through

the　gift　of　His　Son　Jesus　Christ　who 　came 　down 　from　heaven　to　earth − humbled 　him−

self
，
　became 　man − perfectly　Qbeyed 　the　law　of 　God 　and 　by　his　sufferings 　and 　death

made 　atonement 　for　sin ；and
　that　salvation 　is　freely　offered 　to　all　on 　the　condition 　of

repentance 　and 　faith　in　our 　Lord　Jesus　Christ　by　whose 　righteousness 　alone 　we 　are

saved 　and 　not 　by　any 　merit 　of 　our 　own ．

第 4 わ れ わ れは
， か く信 じる

， 神 は つ きせ ぬ 憐れ み に おい て 救済の 道 をその 御子

イエ ス ・キ リス トの 賜 物 を通 し提供 され た と 。 〔キ リス トは 〕天 よ り地 へ 下 り，
ご

自身を卑し くされ ， 人 とな られ ， 神の 律法に 全 く服従され ， その 受難 と死 に よ っ て

罪 〔を犯 した こ と〕の 贖 い をな された と 。 そ して 救 済は
，

わ れ わ れの 主 イエ ス ・キ

リス ト ー
その 方の 義の み に よ っ て われ われ は 救 われ る の で あ り，

わ れ わ れ 自身の

い か な る功績 に よる の で もな い
一

に対する悔い 改め と信仰 とい う条件 にお い て 万

人に たい して 無償で 提供 され る の で ある と。

（コ メ ン ト）両 信仰告白の 間 に は
，

一
部 ハ イ フ ン の 付け方 と用語 な どで幾 つ か

の 相 違 は見 られ る
。 しか し ， 内容的に は ほ ぼ 類似 した文章で あ る

。 相違点 と し

て は
， 「九箇 条信仰告白」の 第 4 箇 条 に は 存在 しなか っ た

‘
perfectly　obeyed 　the

law　of　God ’

とい う文章が薪 た に付加 され て い る こ とは
， 神 学 的 に 重 要で あ る 。

つ ま りキ リス トの 救済事業論 の 中に 「〔キ リス トは〕完全 に律法に服従 され た」
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と加える こ とで
， 主の 贖罪の 効果に 「悔い 改 め と主 イエ ス ・キ リス トに対 す る

信 仰 とい う条件 に お い て」与 る時 ，
「万 人 」は救 わ れ

， 更 に 彼らは キ リス トが

そ うされた こ と を模範に して 神の 律法に服従する とい う聖化中心の 神人協力論

的万人救済説の 「新派」神学的方向が 益 々 鮮 明 に され るか らで ある 。

5th　We 　believe　that　we 　becorne　partakers　of　the　benefits　of 　Christ
’
s　death　by　the

influence　of 　the　Holy　Spirit　in　our 　hearts− who 　convl 皿 ces 　us 　of　sh 迦and 　leads　us 　to　the

Saviour；and 　who 　renews 　and 　sanctifies 　the　hearts　Qf　those　whQ 　repent 　of　their　s血s

and 　believe　in　Christ，

第 5 わ れ わ れ は
，

か く信 じる
，

わ れ わ れ は
，

わ れ わ れの 心 に お ける聖霊 の 感化 に

よ りキ リス トの 死の 恩恵に与か る者た ち とな り
一

〔聖霊 は〕わ れ わ れ の 罪 〔を犯

した こ と〕を確信 させ ， 救い 主 へ とわれ われ を導 くこ と を。 そ して 彼 らの 罪 〔を犯

した こ と〕を悔 い 改め ， キ リス トを信 じる者たちの心 を更新 し聖 化す る と。

（コ メ ン ト）
‘the　Savior’ （厂九箇 条信仰告 白」） と

‘

the　Saviour’ （「八箇条信仰告

白」） と言 う些 細な 表現 上 の 相違 を除 けば
， 厂九箇 条信仰告白」 と用 語も神学内

容 も同様で あ る 。 神人協力説 的な聖化 ・再生 （更新 ）中心 の 救済論で あ る 。

　6th　We 　believe　that　those　who 　are 　renewed 　by　the　Holy　Ghost 剛 Eorsake　sin 　and

　walk 　in　the　way 　of　ho   ess ．

（コ メ ン ト）「九箇 条信 仰告白」 と同様の 文章 と内容で ある 。 再生 ・聖化中心 の

「新派」神学的救済論 を示 して い る 。

7th　 We 　believe　that　the　sacrarnents 　instituted　by　Christ　are 　Baptism　and 　the　Lord’

s

　Supper；that　Bapt蛉m 　is　to　be　administered 　to　be苴evers 　and 　their　children　and 　the

Lord
’
s　SupPer　to　be　received 　by　His　disciples．

（コ メ ン ト） こ れ もまた 「九箇条信仰告白」 と同様の 文章で あ る 。

8th　We 　beheve　that　at　the　end 　of　tj皿 e　the　dead　shal 　be　raised 　and 　Ch鵬 t　shaUjudge
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公会運動の看過された神学論争の次元一十九世紀アル ミニ ウス主義的 「新派」神学を中心に （ニ
ーA）

the　world ；that　the　wicked 　shall 　go　away 　into　everlasting 　punishment　but　the　righ−

teOUS　intO　life　eternal ，

（コ メ ン ト）「九箇条信仰告白」の 第 9条の 用語 と内容 と同様で あ る。

　最後 に
，

こ の 「八 箇条信仰告白」 と 「九箇条信仰告白」 との 比較 を し
， その

相違 点に つ い て 確認 を して み よ う。 第
一

に最 も大 きな相違点は
， 「九箇条信 仰

告白」の 第 8 条 に あ っ た 「安息 日遵守」 の 規定が
，

「八箇条信仰告白」で は全

く省略 され て 全体 と して 8 箇条の 信仰告白と され た 点で ある 。 その 理 由に つ い

て 特に 具 体的な証 言史料は な い
。 だが ， 考 え られ る こ と は

，
2 節 で 既 に 指摘 し

た よ うに 「安息 日遵 守」の 箇条は もと もと福音 同盟会の 運動 の 具体的倫理 目標

の
一

つ で あ り， そ の 「教理 的基礎」 に は存在 しな い 箇 条で あ る 。 だか ら 「教 理」

告白を 目指す 四公会合同の 共通信仰告白の 信仰箇条 の 中か ら省 くこ とに な っ た

の で あ ろ う。 第二 に は
， 「八 箇条信仰告白」 の 第 3 と第 4 条 で は

， そ れぞ れ分

析 し指摘 した よ うに
，

一部 用語の 取捨選 択が な され た 。 しか し
， 「九 箇条信 仰

告白」 と神学内容 と して は概 ね 同一
の もの が 草案 とされ

，
ア メ リカ ン ・ボ ー ド

総 会で
一

度は 「同
一

の 信条 （the　same 　creed ）」 と して 受 け入 れ られ た と考 えて

良い
。

つ ま り， 「八 箇条信仰 告 白」 の 第 3 条 か ら第 6 条までの 人 間論 ， 贖罪論 ，

救済論 の 特徴 は
， 明 らか に 「古典的ア ル ミ ニ ウ ス 主義」， 「穏健的ア ル ミニ ウ ス

主義」 よ りも 「オー バ ー
ン 宣言」（1837）が 示す 「新派カ ル ヴ ァ ン 主義 （急 進

的ア ル ミニ ウ ス 主義）」 に類似 して い る 。 また第 7 条 ， 第 8 条 で は
， 福音 同盟

会の 「教 理的基礎」の 第 8 と第 9箇条な どの 影響 を依然感 じさせ る
（29
も

　だか ら
，
1873年 1 月の 長老派 ミ ッ シ ョ ン 総 会で 制定 さ れ た 「九箇条信 仰告

白」 は ， そ の 「新派」神学 的で
， 福 音同盟 会の 「教 理 的基礎」の 幾つ か の 諸箇

条 を継承す る性 格 の ゆ え に
，
1874年春か らの 「四 公会合同運動」の 共通信 仰

告白 と して 若干 の 箇条の 修 正 ・取捨選択 の 上 で ， 「八 箇条信仰告白」 として 阪

神側 へ 提案され ， 5 月27日に は ア メ リカ ン ・ボ ー
ドの 年次総 会で承認 され た 。

　と こ ろ が ， 同年 6
，
7 月以 降 ，

10月の 横浜 に お ける 「四公 会合同会議」 まで

の 間に
，

こ の 信仰告白問題で 新 しい 事態が生 まれ る 。 京浜公会側で は 「信仰諸
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則」（阪神公 会側で は 「信仰の 箇条」 と呼ば れ る ）福 音 同盟 会の 「教理 的基礎 」

9 箇条全体 をそ れ ぞ れ 「神学的に （！）」修正 し邦訳 した 信仰告白が 共通 の 告

白案 として 登場する 。 最後に ，
こ れ ら 「信仰諸則」 ない し 「信 仰 の 箇条」の 成

立経過 と神学的性格 に つ い て
，
2005年度 に刊行 され る 『神 学67号』に 掲 載予

定の 拙 稿 ， 本研 究 （ニ
ー B ）にお い て筆者の 分析 を試み ， 結論 を纏め る 計画で

あ る 。

（た な む ら ・しげゆ き）

［研究 （
一
）， （ニ ー A

，
B）は

，
2004年 2 月 2 日に

， 日本基督教団十貫坂教会で

開催 され た改革長老協議会教 会研 究所 ・第四 回研 究会 にお い て発 表 され た講演

の 原稿 に か な り手 を加 え
， 表題 を改め ， 論文 と した もの で あ る 。 当初の 講演題

は 「公 会運動の 秘 め られ た神学的次元
一

十九世紀 ア ル ミ ニ ウス 主義の 諸 問題」

として い た 。］

〔注〕

（1 ） マ イ ク ロ ・フ イ ル ム 版の ABCFM 　」α pα n 　Mission
，
1871 −1880

，
　VoL3

，
　Letters

　　DE −G ，
　Part　l：DE −Gr．を使用。 以 下 ，

　AB （刪 脳 1871 −
，
vol ．3と略記 。

（2 ） 長 老派 宣教師 カ ロ ザ ー ス は ， 日本基督公 会運動の 無教 派主義的合 同主義 ， 折

　　衷主義政体志向 ， 「新派」神 学的傾 向 ，
ミ ッ シ ョ ン か らの 独立 主義的 な傾 向に対

　　して 最初か ら反対 して い た 。 例 えば
， 1872年 8 月 19日付けの ロ ウ リ

ー宛書簡で
，

　　自分 は 合 同 運 動 に は 反 対 で あ る こ と
， なぜ な ら ば そ れ は 「実 行 不 可 能

　　（impractibility）」で あ り， 「代表制 固有 の 政 体 〔長老主義政体〕 と教義 を放棄す

　　る」か らとい う理 由を挙 げて い る （Records （）f　Bd ，　of 　Foreign 　MtSsions　of 　the

　 Presbgtθriαn 　Church （〜f　the　U．S．A ．　Jm ρα n 　Misston
，
　vol ．∬ ’1869 −1873

，
No．94．，

　　以下
，
PC 　USA／JM ，

　1869 −
，
　vol ．　H とい う風 に

， 同
一

の マ イ ク ロ ・
フ ィ ル ム 史料 か ら

　　の 引用 は
， 年代 ， 巻数字番号 を変えて略記 。 No．とは文書整 理番号の こ と。 ） また ，

　　彼 は
，

1874年4月22 日に
， 公会運動推進者 タム ソ ン か ら 「長老派 ， 改革派 ， 会衆

　　派の 合同委員会が 起草 した信条 〔注 ：八 箇条信仰告 白 と推 定 され る 〕と政体案」

　　を見せ られたが
， 自分 は それ に対 し ， 「教会の 信仰告 白， 政体 を変更する こ とは

　　絶対的に誤 りで はない が，通例 なこ とで は ない 」 と主張 し， 賛成 しなか っ た と報

　　告 して い る （1874年4月23 日付 け ，
ロ ウ リ

ー
宛書 簡

，
PcusA ／JM

，
1873 −

，
　vol ．　m

，
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公会運動の看過された神学論争の次元
一

十九世紀アル ミニ ウス主義的 「新派」神学を中心に （ニーA）

　　Noユ9）。

（3 ） 岡部
一

興 編 ， 有地美子訳 『宣教師ル ー ミス と明治 日本一横浜か らの 手紙』 （横

　　浜 ：有隣堂 ， 2000年）， 79−87頁 t 以下 ， 『手紙』と略記す る 。 英文の テ クス トは
，

　　以下の マ イ ク ロ ・
フ ィル ム版の 宣教 記録 を参 照 ：PCUSA ／JM，1873、　vol ，皿 ，

No．27。

（4 ） PCUSAIJM
，
1873 −

，
vol ．皿

，
No27 ．

。 なお 邦訳で は
‘

as 　to　its　heterodoxy
’

の 部分

　　を 「そ れ が 正 統で ない か ど うか の 判断がで きます ように写 しをお くります」 と訳

　　されて い る （岡部 ・有地 『手紙』，
79−80頁）。

ル
ー

ミス の 転向後の 「旧派」神学

　　的 な立場 を考慮す る と
，

こ の 「九箇 条信 仰告 白」の 神学 的 な内容 に対 し， 「それ

　　が正統で ない か ど うか 」 レ ベ ル の 中立 的 な判断 を下 して い る とは考 え られ ない
。

　　文法的 に見 て も，

‘

its
’

とい う 「信仰 告 白」 を指す
‘

it
’

の 所有格形が ， 続 く名

　　詞
‘heterodoxy’ に係 る の で あ る か ら

‘

its　heterodoxy’ とい う表現 は 「信仰告

　　白」が有する性格が 「異端性」を持つ とい う意味で あ る 。 だか ら ， 「そ の 〔信仰

　　告 白の 〕異端性 につ い て あな た 〔ロ ウ リ ー〕が判 断出来 る よ うに送付 する」 と理

　　解 し訳 すべ きで あ ろ う。 も っ と も
， 編者の 岡部氏 自身は

，
こ の 「九箇条信仰告白」

　　の 神学的性格に関 して は ， 「長老派教会の 信仰告 白」 とだ け解 説 す る に と ど ま り，

　　こ の 信 仰告 白の 「新 派」神学的 な内容の 判断に まで至 っ て い ない ［『手紙』，
86 −

　　87頁の 注 （4）参照 。 ］

（5 ） PCUSA ／JM
，
1873 −

，
　vol ．皿，No27 、 岡部 ・有地 『手紙 』， 80頁 。 こ こ で ル ー ミス

　　の 言 う 「信仰 告白の 私 た ちが作成 した版 の 出版」 とは
， 四 ヶ月の 前 1874年 4 月

　　14日の ル ー ミス 書簡に あ る次 の 「信 仰告 白の 版」の こ とで あ ろ う ： 「0 ．M グ リ

　　
ー

ン氏 と私は
， 〔長老教会〕全 般 に採用 され る よ うに提案 しよ うと信仰告白の 準

　　備 を完了 した とこ ろで す」 （PCUSAIJM ，
1873 −

，
　vol ，M

，
　No ．16；岡部 ・有地 『手紙』，

　　61頁 。 なお ， 引用 した訳文は ， 岡部 ・有地 訳 と少々 変 えて 訳 して い る 。 〉但 し，

　　こ こ に言及 された 「信仰告白」の 具体的内容は
， 今の とこ ろ 不 明で ある 。

（6 ） Ibid．岡部 ・有地 「手紙』，80−81頁 。 カ ロ ザ ース も，「第一
回横 浜宣教 師会議」

　　で は合同運動に一
貫 して 反対 したの は自分だけで

，
ル ー

ミ ス とミ ラ
ー も合同 を支

　　持 して い た と明言 して い る ［PCUSA 〃JM，　vo1 』
，
No ．98（1872．9．28）］。 こ こ か ら も，

　　ル ー ミス は少な くと も 「宣教 師会議」で は
， 合同賛成論者で あっ た こ とが 分 か る 。

（7 ） 第
一

回宣教師会議 に おけ る ヘ ボ ン の 態度 に つ い て は ， 高谷道男編訳 『ヘ ボ ン 書

　　簡集』 （東京 ：岩波書店 ，
1977 第二 刷），

254 頁の 1874．1．3書簡に ある ヘ ボ ン 自身

　　の 以下の 自己批判発言 を参照の こ と ： 「またわ た しどもが始め この 合同案に賛成

　　した時に大 きい 誤謬 が あっ た の だ と考 え られ ます 。

…わ た しは最初 こ の 合同運動

　　に 出来 る 限 り反対 しま した 。 しか し こ の 合同 案の 基礎が 極め て 幅 の 広い もの
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　　で
，

…結局失敗する よ うに なる と見通 して い ま したが ， しか し まず最初 に これ に

　　賛成の 投票は して お い たの で した」 と。

（8 ） 「タム ソ ン」 の 項 ， 中島耕二 他 『日本キ リス ト教史双書　長老 ・改革教会来 日

　　宣教師事典』 （東京 ：新教出 版社，2003年），36−37頁 。

（9 ） 上掲書， 42−43頁 。

（10） 高谷編訳 『ヘ ボ ン 』，378頁の ヘ ボ ン 関係年表 を参照 の こ と 。 あの 「第
一

回横

　　浜宣教師会議」 におい て 改革派 ， 長老派 ，
ア メ リ カ ン ・ボ ー

ドの 合同決議 に最初

　　反対 し，最後 に賛成票 を投 じた ヘ ボ ン は 「宣教師会議」直後 の 1872年10月に は ，

　　ヨ ー ロ ッ パ 経由 で 帰米 し， 再来 日は 1873年 11月30日で あ っ た 。
つ ま り，

ヘ ボ ン

　　は ， ユ873年1月の 長老 派 ミ ッ シ ョ ン 会議 には欠席 して い たはずで ある 。

（11）　PCUSA （JM
，
1873 −

，
　voL 　m

，
No ．27．

（12）
‘The　Auburn 　Declaration．　A．D ，1837

，

’in　P，　Schaff，　Cγeeds （）f　Ch7b5tendom，　Vol．3

　　（New 　York：Harper ＆ Brothers
，
1877；repr ．ed ．　Grand　Rapids

，
　Michigan

，
1977），

777．

　　以下 ，
Schaff

，
　CC

，
　vol ．3と略す 。

（13） 人 間 の 全 的 堕落論 を修正 し ， 堕落後 の 人 間 に お け る 自由意志 の 継続 を認め ，

　　「道徳的堕落論」 を主張す る 「新派」神学の 創唱者 の
一

人 は
， イエ

ー
ル 大学神学 部

　　教授N，W ．テ イラ ー （Nathaniel　W ．　Taylor： 1786−1858）で ある 。 有名な説教の 中

　　で 彼 は ， 次 の ように指 摘 す る ： 「… ア ダム の 罪 の 行為 にお い て （in　Adam
’

s　act

　　of・sin）， すべ て の 彼の 子孫は彼 と
一

つ で ある。 従 っ て ア ダム 同様に真実 に 〔罪 を

　　犯す〕行為 を した し， そ こ で お の おの と総 て の 人が ， ア ダム が彼 の 本性 を腐敗 さ

　　せ た よ うに 自発的 に （freely）， 意 志 的 に （voluntarily ）本性 を腐敗 させ た 」

　　［N．W ，　Taylor，　
“Concio　ad　Cleruin：A 　Sermon　on 　Hurnan　Nature ，

　Sin，　and 　Freedom
”

　　」皿　SE ，　Ahlstrom
，
　ed ．

，
　Theotogy 乞n 　A7rze7tca： Tんθ 吻 b γ P γo ホθ5オα窺 Voices　From

　 Puritαnism 　to　Neo −Orthodoxy （lndianapoiis　and 　New 　York： The 　Bobbs −Merrill

　　Cempany
，
　INC ．

，
1961），

　234．］要は
‘

sinning （罪を犯す こ と）
’

に基づ く
‘

sinner （罪

　　〔を犯す〕人）
’
を強調する理論で ある 。

こ うした 「道徳的堕落説」の 学派的 な神

　　学傾 向を念頭 に置 くと，「九箇条信仰告白」の 第 3 箇条の ， ア ダム とイヴは 「不

　　従順 に よ り罪 〔を犯す〕人 とな っ た （by　disobedience　became　sinners ）」 とい う

　　表現 は ， 「旧派」神学の い う 「全 的堕落説」が 強調す る
‘
total　sinfulness （全 的罪

　　性）
’
や

‘total　depraVity（全 的堕 落）
’

で は あ り得ない 。 む しろ
， 「新派」神学 が主

　　張する 「道徳的堕落説」の 立場 を継承 し ，

’
sinning （罪 を犯す こ と）

’

に基づ く

　　
‘

sinner （罪 〔を犯す〕人）
’

を強調す る趣 旨で あ る と理解すべ きで ある 。

（14）
‘
T［he　Auburn 　Declaration

，

’
in　Sehaff

，
σC

，
　vol ，3

，
780．
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公会運動の看過された神学論争の次元一十九世紀アル ミニ ウス主義的 「新派」神学を中心に （ニ
ーA）

（15）

（16）

（17）

（18）

Ibid，， 779．

Ibid，
，
778．

Ibid．
，
779．

‘
The 　Doctrinal　Basis　of 　the 　Evangelical　Alliance

，
　A ．D ．1846 ．　Adopted 　at 　the

　　Organization　of 　the　American　Branch　of　the　Evangehcal　A］liance
，
　in　Janualy

，
1867；

　　in　Schaff
，
　CC

，
　vQl ，3

，
827−828．以 下 ，

　
LBasis ’

と略記。

（19）　　Ibid，，
828．

（20） Ev αngeeic α 1、Aetiαnce ．　Report （〜f　the　Proceedings　of 　thθ Conference
，
　hetd αt

　 Freem αsons
’ H αlt

，
ムondon

， ．from　August 　19th　to　Sel）temb θr　2nel　lnct2Lsive，

　　1846 （London ：Partridge　a［nd 　Oakey
，
　Paternoster　Row

，
1847），

240．

（21） First　Annuat 　Repo γt　Of　the　Ev αngeltc α1　Altiαnce 　f（）T　the 　United 　States （ゾ

　 America ．1869 （New 　York：Baker 　and 　Godwin，　Printers，1869），8，

（22）　
‘Basis’ 」皿 Schaff

，
　OC

，
　vol3

，
828．

（23）　 「四公会合 同運 動」の 経 過や 「教 会合 同の 具体的基礎 」の 分析 に つ い て の 詳細

　　は
， 以下 の 拙稿 を参照の こ と ： 「幻 の 公 会信 条 の 意義一

日本基督公会運動再考

　　（一）」『神学63号　福音 と派遣』（東京神学大学神学会 ：東京　教文館 ，
2001年），

　　283−307頁 。

（24）　岡部 ・有地編訳 『手紙』， 50頁 。 なお
，
1873年 12月30日の 「日本長老会 （中会）」

　　を組織 した ミ ッ シ ョ ン 会議 の 議長 を， この ル ー ミス 書簡で は タム ソ ン と して い る 。

　　とこ ろが
，

カ ロ ザ
ー

ス は
，

その 書 簡 （1874⊥ 19付 け） で は
， 議 長 は ヘ ボ ン で あ

　　っ た として い る （1）CUSA ／JM ， 1873 − ；vol ．皿、No．7）。 この 証言の 食い 違い の 原

　　因は不 明で あ る 。

（25） 高谷道 男編訳 『S．R．ブ ラ ウ ン書簡 集　幕末明 治初期宣教 記録 』 （東京 ：日本基

　　督教 団出版 局 ，
1965）， 308−310頁参照 。 1874年 4 月 4 日付け書簡に は次の よ う

　　にあ る ： 「江 戸お よび横浜の 教 会は
， 昨 日 〔1874．4．3〕 こ こ で

， 信条の改正 と教

　　会組織 の 規 則 に つ い て
， その 委員会か ら報告 を受け る た め に ， 会議 を開 き， 江戸

　　と この 地 〔横浜〕の 宣教 師全 部 と会 い
， 相談す る ため に

， 彼 らを招集す る こ とに

　　な りま した 。 彼 ら は
， その 信条 と教会規 則を翻訳 して もら う目的で ， 委員会に わ

　　た し 〔ブ ラ ウ ン 〕を加えた の で ，わた しは ，それ らの 翻訳文 を ， 次の 便 で
， お送

　　 りで きる つ も りで す。 宣教師団の 忠告に よ っ て
， 六か 月後 に 開か れ る宣教 師会議

　　まで， こ れ らの 改正 され た条項 を採用 しな い こ とを申し合わ せ ま した 。

… グリー

　　ン 氏 〔ア メ リカ ン ・ボ ー
ド宣教師D ．C．グ リー ン 〕は

， 昨 日 ， 兵庫に 向か っ て 出

　　帆い た しま した 。 そこ へ 到着 して か ら，大阪 に
一

つ ，兵庫に
一

つ と
，

二 つ の 教会
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　　〔大阪 公会 ， 神戸 公会〕を組織する た め に， 方策 を講 じて い ます」 （上 掲書 ， 309

　　頁）。

（26）　ノ招 （7FM ／JM
，
　1869 −

，
　No ．16−17．

（27） Ibid，
， 特 に No ．17を参照の こ と。

（28）　　Ibid．

（29） 吉 田亮氏 は
，

こ の 「合 同の 具体 的基礎」中の 「八 箇条信仰告白」 を次の よ うに

　　要約する ： 「三 ， 同
一

の 使徒信条 〔？ ！一棚村〕 を認め る （生 ける 唯
一

の 神 ， 聖

　　書 ， 原 罪 ， キ リス トに よる贖罪 ， 聖霊の 働 き
，

聖 餐とバ プテ ス マ
， 最後の 審判）」

　　［「ユ870 年代 の 教 会合同問題 とア メ リカ 宣教師」， 同志社大学人文科学研 究所 編

　　『日本 プ ロ テ ス タ ン ト諸教派 史の 研究』 （東 京 ：教文 館 ， 1997）， 290頁。］ しか し，

　　こ の 第三決議の 原文の どこ に も
， 「使徒信条 （Tlhe　Apostles

’ Creed）」 を承認 した

　　との 言葉は 見あた ら な い
。 又 ，「八箇 条信仰 告 白」 の 内容 も ，

こ れが 「使徒信条」

　　に大 き く依存 して い る証拠 は ない
。 そ れ は氏の 掲げる 内容項 目か ら して も 「使徒

　 信条」の 内容 とは異 な る 。 だ か ら ， 「具体的基礎」 の 「第 三 決議」 テ クス トの 中

　　に 「同一
の 信 条 （the　same 　creed ）」 とい う表現 が 存在する か ら と言 っ て

，
こ れ

　　を直 ちに 「使徒信条」 と理 解す る こ とは吉 田氏 の 単純な誤解に よる と思われ る 。

　　こ の 「八箇条信仰告 白」 は
， む しろ 「新派」神学の 信仰告白とする こ とが ，本研

　 究の 分析結果で ある 。
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